
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
監視者により通信網を介して行われる設定に応じて警告エリアを設定する設定手段と、
携帯端末を有するそれぞれの監視対象者の IDに対応付けて、前記設定手段により設定され
た前記警告エリアを記憶する第１の記憶手段と、
監視対象としての前記携帯端末の位置を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された前記携帯端末の位置が、前記設定手段により設定された前
記警告エリア内であるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により前記携帯端末の位置が前記警告エリア内であると判定された場合の通
知先を指定する通知先指定情報を記憶する第２の記憶手段と、
前記第２の記憶手段により記憶されている前記通知先指定情報により指定される前記通知
先に、前記携帯端末の位置が前記警告エリア内であることを通知する第１の通知手段と
を備えることを特徴とする監視装置。
【請求項２】
前記警告エリア内であることを前記携帯端末に対して通知する第２の通知手段をさらに備
える
ことを特徴とする請求項１に記載の監視装置。
【請求項３】
前記監視対象者を監視する監視者が有する携帯端末に対して、前記監視対象者を監視状態
とするか否かを選択する機能を提供する提供手段をさらに備える
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ことを特徴とする請求項１に記載の監視装置。
【請求項４】
前記判定手段は、前記 IDに基づいて、監視対象者の前記警告エリアが設定されている地図
情報を読み出し、監視対象者の前記携帯端末の位置が前記警告エリア内であるか否かを判
定する
ことを特徴とする請求項１に記載の監視装置。
【請求項５】
監視者により通信網を介して行われる設定に応じて警告エリアを設定する設定ステップと
、
携帯端末を有するそれぞれの監視対象者の IDに対応付けて、前記設定ステップの処理によ
り設定された前記警告エリアを記憶する第１の記憶ステップと、
監視対象としての前記携帯端末の位置を取得する取得ステップと、
前記取得ステップの処理により取得された前記携帯端末の位置が、前記設定ステップの処
理により設定された前記警告エリア内であるか否かを判定する判定ステップと、
前記判定ステップの処理により前記携帯端末の位置が前記警告エリア内であると判定され
た場合の通知先を指定する通知先指定情報を記憶する第２の記憶ステップと、
前記第２の記憶ステップの処理により記憶されている前記通知先指定情報により指定され
る前記通知先に、前記携帯端末の位置が前記警告エリア内であることを通知する通知ステ
ップと
を含むことを特徴とする監視方法。
【請求項６】
監視者により通信網を介して行われる設定に応じて警告エリアを設定する設定ステップと
、
携帯端末を有するそれぞれの監視対象者の IDに対応付けて、前記設定ステップの処理によ
り設定された前記警告エリアの記憶を制御する第１の記憶制御ステップと、
監視対象としての前記携帯端末の位置の取得を制御する取得制御ステップと、
前記取得制御ステップの処理により取得された前記携帯端末の位置が、前記設定ステップ
の処理により設定された前記警告エリア内であるか否かを判定する判定ステップと、
前記判定ステップの処理により前記携帯端末の位置が前記警告エリア内であると判定され
た場合の通知先を指定する通知先指定情報の記憶を制御する第２の記憶制御ステップと、
前記第２の記憶制御ステップの処理により記憶されている前記通知先指定情報により指定
される前記通知先に対する、前記携帯端末の位置が前記警告エリア内であることの通知を
制御する通知制御ステップと
を含むことを特徴とするコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録
媒体
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、監視装置および方法 に関し、特に、監視対象者が危険なエリ
アに進入していることを、容易に、かつ確実に監視者が確認できるようにした監視装置お
よび方法 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、通信技術の発達に伴い、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　Ｐｈｏｎｅ）端
末を保持している、例えば、子供や老人などの監視対象者の位置情報を、その保護者に通
知するサービスが行われている。
【０００３】
図１は、従来の位置通知システムの構成例を示すブロック図である。このシステムの動作
について、図２のフローチャートを参照して説明する。ＰＨＳ端末１は、例えば、監視対
象者である子供により保持されており、基地局２は、ステップＳ１において、受信される

10

20

30

40

50

(2) JP 3601056 B2 2004.12.15

。

、並びに記録媒体

、並びに記録媒体



電波に基づいて、ＰＨＳ端末１（子供）の位置を検出する。
【０００４】
検出された子供の位置情報は、センタ３に通知され、ステップＳ２において、センタ３は
、地図情報と対応づけて、監視者が有する位置情報表示端末４に提供する。この位置情報
表示端末４は、例えば、パーソナルコンピュータやファクシミリなどであり、ステップＳ
３において、地図上に、子供の現在位置がポインタなどにより示される。これにより保護
者は、子供の現在位置を確認することができ、危険な場所に近づいていないかなどを判断
することができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したシステムにおいては、位置情報が通知されるものの、その位置が
危険な場所であるか否かの判断は、保護者がしなければならない。そのため、実際に危険
な場所に進入しているにも関わらず、それに気付かないということがあった。
【０００６】
また、監視対象の子供などの位置は、刻々と変化するため、それを監視するためには、常
時、または所定の時間毎に、このサービスを利用して監視対象者の位置を確認しなければ
ならない。
【０００７】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、監視対象者が危険な場所に進入し
ていることを、容易に、かつ、確実に監視者が確認できるようにしたものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の監視装置は、 警告エリアを設
定する設定手段と、

監視対象としての携帯端末の
位置を取得する取得手段と、取得手段により取得された携帯端末の位置が、設定手段によ
り設定された警告エリア内であるか否かを判定する判定手段と、判定手段により携帯端末
の位置が警告エリア内であると判定された場合の通知先を指定する通知先指定情報を記憶
する 記憶手段と、 記憶手段により記憶されている通知先指定情報により指定
される通知先に、携帯端末の位置が警告エリア内であることを通知する第１の通知手段と
を備えることを特徴とする。
【０００９】
設定手段は、例えば、図１２のステップＳ４５の処理を実行する図５のセンタ制御装置２
１により構成され、取得手段は、例えば、図１６のステップＳ９１の処理を実行する図５
のセンタ制御装置２１により構成され、判定手段は、例えば、図１６のステップＳ９５の
処理を実行する図５のセンタ制御装置２１により構成される。また、 記憶手段は、
例えば、図５の記憶装置４２により構成され、第１の通知手段は、例えば、図１６のステ
ップＳ９７の処理を実行する図５のセンタ制御装置２１により構成される。
【００１０】
警告エリアは、監視対象者がそのエリアに進入したとき監視者に対して警告するエリアで
あり、監視者により、監視対象者が進入禁止である危険エリアとして設定される。
【００１１】
取得手段は、監視対象としての携帯端末の位置を取得する。この携帯端末は、例えば、Ｐ
ＨＳ端末、携帯電話機、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
）端末などとされる。取得手段は、携帯端末がＰＨＳ端末、携帯電話機である場合、携帯
端末から送信される電波を受信してその位置を特定し、ＧＰＳ端末である場合、送信され
る位置情報によりその位置を特定する。
【００１２】
通報先指定情報は、監視者が通報先として設定する情報であり、例えば、携帯電話機やパ
ーソナルコンピュータなどのメールアドレスなどとされる。監視者は、通報先指定情報を
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複数設定することができる。
【００１３】
第１の通知手段は、監視者が有する携帯電話機やパーソナルコンピュータなどに監視対象
者が警告エリアに進入していることを通知する。監視者に対しては、警告するメッセージ
の他に、監視対象者が存在する地点を含む地図なども提示される。
【００１４】
警告エリア内であることを携帯端末に対して通知する第２の通知手段をさらに備えるよう
にすることができる。
【００１５】
第２の通知手段は、例えば、図１６のステップＳ９６の処理を実行する図５のセンタ制御
装置２１により構成される。
【００１６】
これにより、監視対象者も警告エリアに進入していることを確認することができ、警告エ
リアから出ることができる。

判定手段は、 IDに基づいて、監視対象者の警告エリアが設定されている地図情報を読み出
し、監視対象者の携帯端末の位置が警告エリア内であるか否かを判定するようにすること
ができる。
【００１７】
本発明の監視装置の監視方法は、 警告
エリアを設定する設定ステップと、

監視対象としての携帯端末の位置を取得する取得ステップと、取得ステップの
処理により取得された携帯端末の位置が、設定ステップの処理により設定された警告エリ
ア内であるか否かを判定する判定ステップと、判定ステップの処理により携帯端末の位置
が警告エリア内であると判定された場合の通知先を指定する通知先指定情報を記憶する

記憶ステップと、 記憶ステップの処理により記憶されている通知先指定情報に
より指定される通知先に、携帯端末の位置が警告エリア内であることを通知する通知ステ
ップとを含むことを特徴とする。
【００１８】
設定ステップは、例えば、図１２のステップＳ４５の危険エリアを設定する処理により構
成され、取得ステップは、例えば、図１６のステップＳ９１により構成され、判定ステッ
プは、例えば、図１６のステップＳ９５により構成される。また、 記憶ステップは
、例えば、図１６のステップＳ９７の処理の前に、監視者により予め実行される処理によ
り構成され、通知ステップは、例えば、図１６のステップＳ９７により構成される。
本発明の記録媒体は、 警告エリアを設
定する設定ステップと、

監視対象としての携帯端末の位置の取得を制御する取得制御ステップと、取得制御ステ
ップの処理により取得された携帯端末の位置が、設定ステップの処理により設定された警
告エリア内であるか否かを判定する判定ステップと、判定ステップの処理により携帯端末
の位置が警告エリア内であると判定された場合の通知先を指定する通知先指定情報の記憶
を制御する 記憶制御ステップと、 記憶制御ステップの処理により記憶されて
いる通知先指定情報により指定される通知先に対する、携帯端末の位置が警告エリア内で
あることの通知を制御する通知制御ステップとを含むコンピュータが読み取り可能なプロ
グラムが記録されていることを特徴とする。
【００１９】
本発明の監視装置および方法においては、警告エリアが設定され、監視対象としての携帯
端末の位置が取得され、取得された携帯端末の位置が、設定された警告エリア内であるか

10

20

30

40

50

(4) JP 3601056 B2 2004.12.15

監視対象者を監視する監視者が有する携帯端末に対して、監視対象者を監視状態とするか
否かを選択する機能を提供する提供手段をさらに備えるようにすることができる。

監視者により通信網を介して行われる設定に応じて
携帯端末を有するそれぞれの監視対象者の IDに対応付

けて、前記設定ステップの処理により設定された前記警告エリアを記憶する第１の記憶ス
テップと、

第
２の 第２の

第２の

監視者により通信網を介して行われる設定に応じて
携帯端末を有するそれぞれの監視対象者の IDに対応付けて、設定

ステップの処理により設定された警告エリアの記憶を制御する第１の記憶制御ステップと
、

第２の 第２の



否かが判定される。そして、携帯端末の位置が警告エリア内であると判定された場合の通
知先を指定する通知先指定情報が記憶され、記憶されている通知先指定情報により指定さ
れる通知先に、携帯端末の位置が警告エリア内であることが通知される。
【００２０】
これにより、監視者は、監視対象者が危険な場所に進入していることを、容易に、かつ、
確実に確認することができる。また、監視対象者の位置も通知されるため、監視対象者を
確認しに行くなどして、監視対象者が危険な場所に進入していることに対処することがで
きる
【００２１】
【発明の実施の形態】
図３は、本発明を適用した監視システムの概念を示す図である。
【００２２】
図３において、パーソナルコンピュータ１、および携帯電話機２は、監視者が有するもの
であり、ＰＨＳ端末４－１，４－２（以下、ＰＨＳ端末４－１，４－２のそれぞれを個々
に区別する必要がない場合、まとめてＰＨＳ端末４と称する）は、監視対象者が有するも
のである。そして、監視対象者は、例えば、図に示すように子供や老人などであり、監視
者は、その保護者である。
【００２３】
位置検出センタ５は、ＰＨＳ端末４から送信される電波を図示せぬ受信端末において受信
し、その受信端末の位置に基づいて、監視対象者の位置を特定する。位置検出センタ５に
より検出された位置情報は、監視センタ３に通知される。
【００２４】
監視センタ３は、監視者（パーソナルコンピュータ１）により予め設定された危険エリア
（警告エリア）に関する情報を保持しており、位置検出センタ５から通知された位置情報
に基づいて、監視対象者が危険エリアに進入しているか否かを判定する。そして、監視セ
ンタ３は、監視対象者が危険エリアに進入していると判定した場合、その場合の通知先と
して予め登録されている、監視者が有するパーソナルコンピュータ１および携帯電話機２
に電子メールなどにより通知する。また、監視センタ３は、監視対象者が有するＰＨＳ端
末４に対しても、危険エリアに進入していることを電子メールで通知する。すなわち、図
３において、白抜き矢印は、警告情報（監視対象者が危険エリア内に進入していることを
通知する情報）の流れを示している。
【００２５】
上述したように、監視者は、警告を受けるために、パーソナルコンピュータ１を利用して
、監視センタ３の所定のページにアクセスし、危険エリアを設定するとともに、監視対象
者が危険エリアに進入した場合の通知先を設定する必要がある。この通知先は、複数個設
定することもできる。
【００２６】
図４は、図３の監視システムの構成例を示すブロック図である。
【００２７】
図３において、センタ装置１１は、監視センタ３により管理され、基本的に、センタ制御
装置２１、およびセンタ通信装置２２から構成される。センタ制御装置２１は、センタ通
信装置２２を制御し、通信網１３を介して、様々な情報を送受信する。
【００２８】
位置情報検出装置１２は、位置検出センタ５により管理され、ＰＨＳ端末４の現在位置を
取得する。取得された位置情報は、通信網１３を介してセンタ装置１１に送信される。
【００２９】
パーソナルコンピュータ１は、監視者により管理され、基本的に、監視対象者の位置情報
を表示するＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）やＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒ
ｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などよりなる位置情報表示部３１、センタ装置１１にアク
セスし、地図上に危険エリアを設定するとき起動するプログラムである属性情報設定部３
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２、および通信部３３により構成される。
【００３０】
図５は、図４のセンタ装置１１の詳細な構成例を示すブロック図である。センタ制御装置
２１は、入出力バス４１を介して、センタ装置１１の全体の動作を制御する。記憶装置４
２は、監視者により設定される危険エリアなどの地図上における属性情報を、ユーザＩＤ
（監視対象者のＩＤ）に対応させて記憶する。ＣＲＴ４３は、センタ制御装置２１からの
指示に基づいて、例えば、設定されている危険エリアに監視対象者が進入したとき、それ
をセンタ装置１１の管理者に提示する。キーボード４４、およびマウス４５は、センタ装
置１１の管理者により操作され、操作内容に対応する信号を入出力バス４１を介してセン
タ制御装置２１に出力する。
【００３１】
図６は、図４のパーソナルコンピュータ１の詳細な構成例を示すブロック図である。制御
部６１は、入出力バス６２を介して、パーソナルコンピュータ１の全体の動作を制御する
。記憶装置６３は、制御部６１により実行されるプログラムを記憶する。キーボード６４
、およびマウス６５は、監視者により操作され、操作内容に対応する信号を入出力バス６
２を介して制御部６１に出力する。
【００３２】
図７は、図４の携帯電話機２の構成例を示すブロック図である。制御部７１は、入出力バ
ス７３を介して各部を制御し、携帯電話機２の全体の動作を制御する。通信部７２は、通
信網１３を介して様々な装置と通信し、受信したパケットを制御部７１に出力する。メモ
リ７４は、不揮発性のフラッシュメモリよりなり、登録された電話番号などの情報を記憶
するとともに、例えば、センタ装置１１から送信されてきた、監視対象者が危険エリアに
進入していることを通知するメッセージを含む電子メールなどを記憶する。ＬＣＤ７５は
、制御部７１からの指示に基づいて、各種の情報を表示する。例えば、ＬＣＤ７５には、
監視対象者が危険エリアに進入していることを監視者に通知するメッセージなどが表示さ
れる。入力部７６は、テンキーや十字キーなどよりなり、携帯電話機２のユーザ（監視者
）からの入力を受け付ける。スピーカ７７およびマイクロフォン７８は、制御部７１が通
話モードを実行しているとき動作し、スピーカ７７は、他の電話機などから送信されてき
た音声を入出力バス７３を介して制御部７１から受信したとき、それを出力し、マイクロ
フォン７８は、携帯電話機２のユーザの発話を集音して入出力バス７３を介して制御部７
１に出力する。
【００３３】
なお、ＰＨＳ端末４の構成は、基本的に、携帯電話機２の構成と同様の構成である。
【００３４】
次に、図４の監視システムの動作について説明する。まず、図８のフローチャートを参照
して、危険エリアを設定するパーソナルコンピュータ１の設定処理について説明する。
【００３５】
ステップＳ１１において、制御部６１は、監視者からキーボード６４などが操作され、危
険エリアを設定することが指示された場合、センタ装置１１にアクセスし、監視者により
入力された監視対象者のＩＤを送信する。すなわち、この監視システムを利用するに先立
ち、監視者は、監視対象者に関する情報をセンタ装置１１に登録しておく必要がある。セ
ンタ装置１１は、発行したＩＤに対応させて、監視者（パーソナルコンピュータ１）によ
り設定された危険エリアを記憶する。
【００３６】
ステップＳ１２において、制御部６１は、センタ装置１１から送信されてきたメニューペ
ージをＣＲＴなどよりなる位置情報表示部３１に表示する。
【００３７】
図９は、ステップＳ１２で表示されるメニューページの例を示す図である。図に示すよう
に、例えば、属性情報（危険エリア）を初めて設定するとき操作されるボタン９１、既に
設定している属性情報の設定を変更するとき操作されるボタン９２が表示され、監視者は
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、カーソル９３を移動させて選択する。
【００３８】
ステップＳ１３において、制御部６１は、属性情報を初期設定することが選択されたか（
図９においてボタン９１が選択されたか）否かを判定し、属性情報を初期設定することが
選択されたと判定した場合、ステップＳ１４に進み、属性情報設定処理を実行する。また
、制御部６１は、ステップＳ１３において、属性情報を設定することが選択されていない
、すなわち、設定の変更が選択された（図９においてボタン９２が選択された）と判定し
た場合、ステップＳ１５に進み、属性情報設定変更処理を実行する。そして、ステップＳ
１４、またはステップＳ１５の処理の後、処理は終了される。
【００３９】
次に、図１０のフローチャートを参照して、図８のステップＳ１４において実行されるパ
ーソナルコンピュータ１の属性情報設定処理の詳細な処理について説明する。
【００４０】
ステップＳ３１において、制御部６１は、センタ装置１１に格納される属性情報の設定ペ
ージにアクセスし、監視者により選択されたエリアの地図情報を位置情報表示部３１に表
示する。
【００４１】
図１１は、ステップＳ３１において表示される地図情報の例を示す図である。例えば、図
に示すように、地図が表示され、監視者は、マウス６５でカーソル９３を操作し、ドラッ
クなどをすることにより危険エリアＥを設定することができる。また、所定の区画毎に、
１区画ずつ監視者がクリックして危険エリアＥを設定するようにしてもよい。
【００４２】
制御部６１は、ステップＳ３２において、監視者から危険エリアが入力されたか否かを判
定し、上述したように、ドラックなどにより危険エリアが入力されたと判定するまで、ス
テップＳ３１に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する。そして、制御部６１は、危険
エリアが入力されたと判定した場合、ステップＳ３３に進み、入力されたエリアを危険エ
リアとして設定することを監視装置１１に指示する。入力された危険エリアに関する情報
は、ＩＤとともに、通信部３３から通信網１３を介して、センタ装置１１に送信される。
【００４３】
ステップＳ３４において、制御部６１は、属性情報（危険エリア）の設定を終了すること
が指示されたか否かを判定し、指示されていないと判定した場合、ステップＳ３１に戻り
、それ以降の処理を繰り返し実行する。一方、制御部６１は、ステップＳ３４で、設定を
終了することが指示されたと判定した場合、図８のステップＳ１４以降の処理を実行する
。
【００４４】
以上においては、図８のステップＳ１４において実行される処理について説明したが、ス
テップＳ１５においても、図１０と同様の処理により、危険エリアが設定される。すなわ
ち、センタ装置１１においては、送信されてきたＩＤに対応する、既に危険エリアが設定
されている地図情報が読み出され、それがパーソナルコンピュータ１の位置情報表示部３
１に表示される。監視者は、表示されている地図情報に対してマウス６５などを操作して
危険エリアを設定し、センタ装置１１に送信する。センタ装置１１においては、変更した
危険エリアにより更新登録される。このように、監視者は、容易に危険エリアを設定する
ことができる。また、携帯電話機２からセンタ装置１１にアクセスし、上述したような処
理により危険エリアを設定するようにしてもよい。
【００４５】
次に、図１２のフローチャートを参照して、センタ装置１１の属性情報（危険エリア）の
登録処理について説明する。
【００４６】
ステップＳ４１において、センタ制御装置２１は、パーソナルコンピュータ１からＩＤが
送信されてきたか否かを判定し、送信されてきたと判定するまで待機する。そして、セン
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タ制御装置２１は、ＩＤが送信されてきたと判定した場合、ステップＳ４２に進み、メニ
ューページを送信する。メニューページは、通信網１３を介してパーソナルコンピュータ
１に送信され、図９に示した画面がパーソナルコンピュータ１の位置情報表示部３１に表
示される。
【００４７】
そして、センタ制御装置２１は、ステップＳ４３において、危険エリアの新規登録、また
は危険エリアの設定変更が選択されることに応じて、ＩＤに対応させて記憶装置４２に登
録している設定情報（地図情報）を読み出し、センタ通信装置２２から送信する。地図情
報は、通信網１３を介してパーソナルコンピュータ１に送信される。これにより、パーソ
ナルコンピュータ１においては、例えば、図１１に示したような地図情報が表示され、監
視者が危険エリアを設定できるようになる。
【００４８】
ステップＳ４４において、センタ制御装置２１は、危険エリアの設定が指示されたか否か
を判定し、指示されるまで待機する。そして、センタ制御装置２１は、設定が指示された
と判定した場合、ステップＳ４５に進み、危険エリアを設定し、ＩＤに対応づけて記憶装
置４２に登録する。これにより、新規登録の場合、指示されたエリアが危険エリアとして
登録され、設定変更の場合、危険エリアが、指示されたエリアにより更新登録される。
【００４９】
ステップＳ４６において、センタ制御装置２１は、パーソナルコンピュータ１において、
設定が終了されたか否かを判定し、終了されるまでステップＳ４４に戻り、それ以降の処
理を繰り返し実行する。一方、パーソナルコンピュータ１において、属性情報の設定が終
了されたとき、処理は終了される。
【００５０】
この監視システムにおいては、監視者は、セキュリティモードを携帯電話機２からセンタ
装置１１の所定のページにアクセスして変更することができる。例えば、監視対象者の位
置を監視するとき、セキュリティモードがオン状態であるとし、監視をしないとき、セキ
ュリティモードがオフ状態であるとする。次に、図１３のフローチャートを参照して、セ
キュリティモードを変更する携帯電話機２の処理について説明する。
【００５１】
ステップＳ７１において、制御部７１は、監視者が入力部７６を操作し、セキュリティモ
ードを変更することを指示したとき、それに応じて、センタ装置１１に格納される所定の
ページにアクセスする。
【００５２】
制御部７１は、ステップＳ７２において、入力部７６から監視者により入力された監視対
象者のＩＤを通信部７２を制御し、センタ装置１１に送信する。ＩＤを受信したセンタ装
置１１は、監視対象者のＩＤに基づいて、現在のモードの状態を確認し、監視者が設定を
選択するページを携帯電話機２に対して送信する。
【００５３】
ステップＳ７３において、センタ装置１１から送信されてきた設定ページを受信した制御
部７１は、セキュリティモードの設定ページをＬＣＤ７５に表示する。
【００５４】
図１４は、ＬＣＤ７５に表示される設定ページの例を示す図である。図に示すように、監
視者は、例えば、入力部７６を構成するテンキーの１番のボタンを操作してセキュリティ
モードをオンとし、２番のボタンを操作してオフとすることができる。
【００５５】
図１４に示すような設定ページにおいて、監視者からセキュリティモードが入力されたと
き、制御部７１は、ステップＳ７４において、入力されたセキュリティモードをセンタ装
置１１に送信する。以上のような処理により、監視者は、容易にセキュリティモードを変
更することができる。当然、監視者は、上述したものと同様に、パーソナルコンピュータ
１からセンタ装置１１にアクセスして、セキュリティモードを変更することができる。
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【００５６】
次に、図１５乃至図１７、および図１８のフローチャートを参照して、図４の監視システ
ムの一連の処理について説明する。まず、図１５のフローチャートを参照して、位置検出
装置１２の位置検出処理について説明する。
【００５７】
ステップＳ８１において、位置検出装置１２は、ＰＨＳ端末４から出力される電波を受信
している受信端末の位置情報に基づいて、監視対象者の現在位置を検出する。すなわち、
ＰＨＳ端末４の電波を受信する受信端末が様々な位置に設置されており、その複数の受信
端末は、有線により位置検出装置１２に接続されている。そして、ステップＳ８２におい
て、位置検出装置１２は、検出した監視対象者の位置情報を通信網１３を介してセンタ装
置１１に送信する。
【００５８】
次に、図１６のフローチャートを参照して、センタ装置１１の監視処理について説明する
。
【００５９】
ステップＳ９１において、センタ制御装置２１は、位置検出装置１２から送信されてきた
位置情報が、セキュリティモードがオンである監視対象者に関する情報であるか否かを判
定する。センタ制御装置２１は、セキュリティモードがオンである監視対象者に関する情
報であると判定するまで待機し、セキュリティモードがオンである監視対象者に関する情
報であると判定した場合、ステップＳ９２に進み、それを受信する（取り込む）。
【００６０】
センタ制御装置２１は、ステップＳ９３において、登録されている設定情報（危険エリア
が設定されている地図情報）を読み出す。そして、センタ制御装置２１は、ステップＳ９
４において、通知された監視対象者の現在の位置情報と、危険エリアが設定されている地
図情報とをマッチングする。
【００６１】
センタ制御装置２１は、ステップＳ９５において、ステップＳ９４で実行したマッチング
の結果、監視対象者が危険エリアに存在するか否かを判定し、危険エリアに存在しないと
判定した場合、ステップＳ９１に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する。一方、ステ
ップＳ９５において、センタ制御装置２１は、監視対象者が危険エリアに存在すると判定
した場合、警告モードとなり、ステップＳ９６において、監視対象者が有しているＰＨＳ
端末４に、危険エリアに入っていることを通知する警告情報を送信する。
【００６２】
また、センタ制御装置２１は、ステップＳ９７において、通知先として予め登録されてい
る監視者の携帯電話機２の電話番号やメールアドレスなどを記憶装置４２から読み出し、
監視対象者が危険エリアに進入していることを通知する警告情報を、通信網１３を介して
携帯電話機２に送信する。
【００６３】
さらに、センタ制御装置２１は、ステップＳ９８において、監視者が有するパーソナルコ
ンピュータ１に対して、監視対象者が危険エリアに進入していることを通知する警告情報
を、通信網１３を介して通知する。このステップＳ９７、およびステップＳ９８で通知す
る通知先が複数登録されている場合、センタ制御装置２１は、その全ての通知先に対して
、監視対象者が危険エリアに存在することを通知する。
【００６４】
ステップＳ９９において、センタ制御装置２１は、警告モードを解除することがパーソナ
ルコンピュータ１、または携帯電話機２から指示されたか否かを判定し、解除することが
指示されたと判定するまで、ステップＳ９６に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する
。すなわち、警告モードが解除されるまで、ＰＨＳ端末４、携帯電話機２、およびパーソ
ナルコンピュータ１に対して、所定時間毎に、警告情報が送信される。
【００６５】
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そして、センタ制御装置２１は、ステップＳ９９において、パーソナルコンピュータ１、
または携帯電話機２から警告モードを解除することが指示されたと判定した場合、ステッ
プＳ１００に進み、警告モードを解除する。例えば、監視者が、通知された監視対象者の
位置情報に基づいて、監視対象者の安全を確認した場合、携帯電話機２からセンタ装置１
１に警告モードを解除することが指示される。
【００６６】
次に、図１７のフローチャートを参照して、ＰＨＳ端末４の警告出力処理について説明す
る。ステップＳ１１１において、ＰＨＳ端末４の制御部は、センタ装置１１から警告情報
が送信されてきたか否かを判定し、送信されてきたと判定するまで待機する。そして、制
御部は、警告情報が送信されてきたと判定した場合、ステップＳ１１２に進み、それを表
示する。
【００６７】
図１８は、監視対象者が有するＰＨＳ端末４に表示される警告情報の例を示す図である。
図に示すように、例えば、監視対象者が子供の場合、「学校で決められた行動地域から出
ようとしています。すぐに戻って下さい。」などのメッセージが表示される。また、監視
対象者が、老人である場合、例えば、「ここから先に入ってはいけません。」などのメッ
セージとされる。このようなメッセージを確認した監視対象者は、危険エリアに入ってい
ることを確認し、危険エリアから出る。
【００６８】
そして、処理はステップＳ１１１に戻り、例えば、センタ装置１１において警告モードが
解除されるまで、所定時間毎に、警告情報が繰り返し表示される。
【００６９】
次に、図１９のフローチャートを参照して、携帯電話機２の警告情報の出力処理について
説明する。
【００７０】
ステップＳ１２１、およびＳ１２２の処理は、図１７のフローチャートを参照して説明し
たＰＨＳ端末４の処理（ステップＳ１１１、およびＳ１１２の処理）と同様の処理である
。すなわち、ステップＳ１２１において、制御部７１は、警告情報がセンタ装置１１から
送信されてきたか否かを判定し、送信されてきたと判定するまで待機する。制御部７１は
、警告情報がセンタ装置１１から送信されてきたと判定した場合、ステップＳ１２２に進
み、それをＬＣＤ７５に表示する。
【００７１】
図２０は、携帯電話機２に表示される警告情報の例を示す図である。図に示すように、監
視対象者が子供である場合、例えば、「一郎ちゃんが行動地域の外に出ようとしています
。対処して下さい。」などのメッセージが表示される。また、監視対象者の位置も表示さ
れるため、このメッセージを確認した監視者は、外出中であっても、監視対象者がいる場
所に確認しに行ったり、監視対象者が有するＰＨＳ端末４に電話するなどの対策をとるこ
とができる。
【００７２】
監視対象者の安全を確認したとき、監視者は、警告モードを解除することをセンタ装置１
１に指示する。そして、制御部７１は、ステップＳ１２３において、警告モードを解除す
ることが入力部７６から入力されたか否かを判定する。制御部７１は、警告モードを解除
することが入力されたと判定するまでステップＳ１２２に戻り、警告情報を表示し続ける
。
【００７３】
一方、ステップＳ１２３において、制御部７１は、監視者が監視対象者の安全を確認し、
入力部７６から警告モードを解除することを入力したと判定した場合、ステップＳ１２４
に進み、警告情報の表示を消し、警告モードを解除することをセンタ装置１１に対して指
示する。
【００７４】
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以上においては、図１９のフローチャートを参照して、携帯電話機２の警告情報の出力処
理について説明したが、パーソナルコンピュータ１においても同様の処理が実行され、警
告情報が表示される。そして、パーソナルコンピュータ１の位置情報表示部３１には、例
えば、図２１に示すような警告情報が表示される。
【００７５】
図２１においては、位置情報表示部３１のほぼ中央に、監視対象者がいる地点の周辺のエ
リアの地図が表示され、監視対象者の位置が位置表示ポインタ１０１で指定される。また
、地図の下方には、「一郎ちゃんが危険エリアに入っています。対処してください。」な
どのメッセージが表示される。
【００７６】
以上においては、監視対象者が有する端末をＰＨＳ端末であるとしたが、位置を検出する
ことができるものであれば、いずれの端末であってもよい。例えば、監視対象者が携帯電
話機を有している場合、いわゆる三角測量の原理により、その位置を特定することができ
る。また、監視対象者がＧＰＳ端末を有している場合も、位置検出装置１２は、ＧＰＳ端
末から送信される位置情報を受信し、位置を特定することができる。
【００７７】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、監視者は、容易に、かつ確実に監視対象者が危険エリア
に進入したことを確認することができる。また、移動する監視対象者を、常時監視する必
要が無くなるため、監視者の労力を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の監視システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の監視システムの処理を説明するフローチャートである。
【図３】本発明を適用した監視システムの概念を示す図である。
【図４】図３の監視システムの構成例を示すブロック図である。
【図５】図４のセンタ装置の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図６】図４のパーソナルコンピュータの詳細な構成例を示すブロック図である。
【図７】図４の携帯電話機の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図８】図４のパーソナルコンピュータの処理を説明するフローチャートである。
【図９】パーソナルコンピュータの表示例を示す図である。
【図１０】図４のパーソナルコンピュータの他の処理を説明するフローチャートである。
【図１１】パーソナルコンピュータの他の表示例を示す図である。
【図１２】図４のセンタ装置の処理を説明するフローチャートである。
【図１３】図４の携帯電話機の処理を説明するフローチャートである。
【図１４】携帯電話機の表示例を示す図である。
【図１５】図４の位置検出装置の処理を説明するフローチャートである。
【図１６】図４のセンタ装置の他の処理を説明するフローチャートである。
【図１７】図４のＰＨＳ端末の処理を説明するフローチャートである。
【図１８】ＰＨＳ端末の表示例を示す図である。
【図１９】図４の携帯電話機の他の処理を説明するフローチャートである。
【図２０】携帯電話機の他の表示例を示す図である。
【図２１】パーソナルコンピュータのさらに他の表示例を示す図である。
【符号の説明】
１　パーソナルコンピュータ
２　携帯電話機
４　ＰＨＳ端末
１１　センタ装置
１２　位置検出装置
２１　センタ制御装置
２２　センタ通信装置
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３１　位置情報表示部
３２　属性情報設定部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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